
高梁市告示第３６号 

来てみて！おかえり！高梁暮らし支援補助金交付要綱をここに公布する。 

令和８年３月１７日 

高梁市長  石 田 芳 生   

 

高梁市告示第３６号 

来てみて！おかえり！高梁暮らし支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市への移住支援及び関係人口拡大を図るため、市内での宿泊及び移動

に要する経費に対し、予算の範囲内において、来てみて！おかえり！高梁暮らし支援補助金

（以下「補助金」という。）を交付することに関し、高梁市補助金等交付規則（平成１６年

高梁市規則第４５号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とす

る。 

(1) 県外に住所を有する者であって、本市への移住を検討している者 

(2) 市外に住所を有する者であって、地域との交流を目的として高梁市を訪れる者 

（補助金の交付対象活動） 

第３条 補助金の交付対象となる活動は、補助対象者が行う次の各号に掲げる活動とする。 

(1) 市内で住居又は仕事を探す活動 

(2) 市内で行う地域コミュニティ活動、町内会活動その他地域活動 

(3) その他市長が適当と認めた活動 

（補助金の交付対象経費及び額等） 

第４条 補助金額は、次の各号に掲げる補助金の交付対象となる経費に応じた当該各号に定め

る額の総額とする。ただし、総額に１,０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てるものとする。 

(1) 市内の宿泊施設の宿泊に要する経費（食事代を除く。） １人あたり１泊の宿泊に要

した経費から２,０００円を除いた額（４，０００円を上限とする。）に宿泊した泊数及

び人数を乗じて得た額 



(2) 市内又は岡山空港周辺で借り上げたレンタカーの利用に要する経費（ガソリン代を除

く。） 利用に要した１日あたりの経費（２，０００円を上限とする。）に利用した日数

を乗じて得た額 

２ 前項の場合において、同一年度内における補助金額は、次の各号に規定する泊数又は日数

を上限とする。 

(1) 前項第１号に規定する泊数 ４泊 

(2) 前項第２号に規定する日数 ４日 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、あらかじめ協働定

住課へ電話、電子メールその他これらに準ずる手法により連絡を行ったうえで活動に参加

し、活動日から３０日以内又は活動日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、来てみ

て！おかえり！高梁暮らし支援補助金交付申請書（様式第１号）に必要書類を添付し、市長

に提出しなければならない。 

（交付決定等） 

第６条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、

補助金の交付決定及び額の確定を行い、来てみて！おかえり！高梁暮らし支援補助金交付決

定及び確定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第７条 前条の規定により補助金の交付決定及び額の確定を受けた申請者は、速やかに来てみ

て！おかえり！高梁暮らし支援補助金交付請求書（様式第３号）を市長に提出しなければな

らない。 

２ 市長は、前項の請求を受けたときは、当該請求の日から３０日以内にこれを支払わなけれ

ばならない。 

（補助金の取消し等） 

第８条 市長は、補助金交付決定がなされた申請者又は交付を受けた者が、次の各号のいずれ

かに該当すると認めたときは、補助金の取消し又は交付した補助金の全部若しくは一部の返

還を命ずることができる。 

(1) 偽りの申請又は不正な方法によって補助金の決定又は交付を受けたとき。 

(2) その他市長が補助金を交付することが不適当であると認めたとき。 

（その他） 



第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に

交付された補助金については、第８条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有す

る。 

 

  



様式第１号（第５条関係） 

 

来てみて！おかえり！高梁暮らし支援補助金交付申請書 

 

年  月  日 

高 梁 市 長  様 

  〒    

住  所  

氏  名  

電話番号  

 

 来てみて！おかえり！高梁暮らし支援補助金の交付を受けたいので、来てみて！おかえり！高

梁暮らし支援補助金交付要綱第５条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

申請区分 
☐ 岡山県外に住所を有し、高梁市への移住を検討している者 

☐ 高梁市外に住所を有し、地域との交流を目的として高梁市を訪れる者 

滞在目的  

申請者 

及び 

同行者 

氏  名 住  所 年齢 
申請者 

との関係 

 同上  本人 

    

    

    

    

宿泊料 

宿泊施設名  

宿泊期間 
年  月  日 ～  年  月  日 

     泊(A) 

１人１泊あたりの宿泊料金 

※食事代を除く 

※１室を２人以上で利用する場合は、 

１室料金を人数で除した金額とする 

 

        円／人・日(B) 

１人１日あたりの補助金額 

（(B)－2,000 円） ※上限 4,000 円 

 

        円／人・日(C) 

補助金額（(A)×(C)×人数） 
 

        円(D) 



レンタカー 

利用料 

利用業者名  

利用区間・料金及び補助金額 

※１日あたり 2,000 円を上限とする 

（  日目） 

利用区間：              

利用料金：        円 

①補助金額：        円 

（  日目） 

利用区間：              

利用料金：        円 

②補助金額：        円 

（  日目） 

利用区間：              

利用料金：        円 

③補助金額：        円 

（  日目） 

利用区間：              

利用料金：        円 

④補助金額：        円 

補助金額（①＋②＋③＋④） 
 

        円(E) 

合 計（(D)＋(E)） 

 

        円 

（※千円未満切捨て） 

（添付書類） 

☐ 申請者の本人確認書類 

☐ 申請者及び同伴者の住所地がわかる書類 

☐ 市内宿泊施設を利用した場合、その領収書の写し（宿泊料金が分かるもの） 

☐ レンタカーを利用した場合、その領収書の写し（ガソリン代を含まない料金が分かるもの） 

☐ その他（                         ） 

 

 

  



様式第２号（第６条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

  様 

 

高梁市長       

 

 

来てみて！おかえり！高梁暮らし支援補助金交付決定及び確定通知書 

 

  年  月  日付けで交付申請のあった来てみて！おかえり！高梁暮らし支援補助金

について、次のとおり交付決定及び額の確定を行ったので、来てみて！おかえり！高梁暮ら

し支援補助金交付要綱第６条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定及び確定額             円 

 

 

 

 

 

  



様式第３号（第７条関係） 

 

来てみて！おかえり！高梁暮らし支援補助金交付請求書 

 

年  月  日 

高 梁 市 長  様 

請求者 住所  

氏名            ㊞ 

 

  年  月  日付け、    第    号により交付決定及び確定通知のありまし

た来てみて！おかえり！高梁暮らし支援補助金について、次のとおり請求します。 

 

 

請求金額        円 

 

 

  なお、上記については下記口座に振り込んでください。 

金融機関名 

 

 

 

銀行 

金庫 

農業協同組合 

店 

預金種別 （  普 通  ・  当 座  ） 

口座番号  

口座名義人 ふりがな  

 氏  名  

※ 口座名義人は申請者（請求者）と同一であること 

 

 

 


